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刈谷医師会休日診療所
刈谷市一色町　☎24－1111

休日・夜間に相談・受診できる医療機関の確認

〇小児救急電話相談（☎短縮番号＃8000または052－962－9900）　時　19時～翌朝8時
けいれんが止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど明らかに緊急を要する急病の場合は迷わずに119番をご利用ください。

子どもの急病時、病院に行ったほうが良いかどうか判断に迷ったとき

〇救急医療情報センター（☎36－1133）
症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問合せのときは、どこが悪いのか具体的にお伝えください。

西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時は、あらかじめ
当番医に電話等でご確認のうえ受診してください。

当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認のうえ受診してください。

【診療科】内科・小児科
【診療日】日曜日・祝日、年末・年始（診療時間につきましては、直接左記へお問合せください。）
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医科【平日夜間】19時～21時　【日曜・祝休日】9時～正午、14時～18時
歯科【日曜・祝休日】9時～16時
救急指定病院（けが、事故等）【土曜日】13時～翌朝9時　【日曜・祝休日】9時～翌朝9時
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4月当直医当番表4月当直医当番表 感染対策のため、発熱等の場合は事前に電話連絡してから受診してください。
症状によっては、専門病院を紹介されることがあります。 　　
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　  はっとりクリニック知立
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＜物価高騰対策＞ 水道料金の基本料金を６か月間無料にします

＜物価高騰対策＞ 生活困窮者のエアコン購入費等を補助します

水道料金を令和8年7月使用分から改定（値上げ）します

改定後の新料金体系（2 か月・税抜）

改定後の料金イメージ（2 か月・税込）

基本料金
（水道を使用することでかかる料金、2か月あたり・メータ1基あたり）

メーター口径 現行料金 改定後料金

13mm 1,120円 1,344円
20mm 2,740円 3,288円
25mm 5,000円 6,000円
40mm 15,300円 18,360円
50mm 22,660円 27,192円
75mm 56,700円 68,040円

口径別平均使用量(2か月) 現行料金 改定後料金 増加額

13mm　25㎥ 3,234円 3,689円 455円
20mm　40㎥ 6,600円 7,576円 976円
25mm　77㎥ 14,859円 17,238円 2,379円
40mm　279㎥ 69,282円 80,578円 11,296円
50mm　787㎥ 198,079円 228,317円 30,238円
75mm　1973㎥ 517,316円 595,486円 78,170円

従量料金
（使用水量に応じてかかる料金、1㎥あたり）

区分 現行料金 改定後料金

1～20㎥ 67円 74円
21～40㎥ 96円 106円
41～60㎥ 129円 148円
61～100㎥ 157円 183円
101～200㎥ 185円 215円
201～㎥ 216円 247円

問 水道課　料金係（☎95－0132）
物価高騰等の影響を受けている市民の皆様の経済的負担を支援するため、国の交付金を活用

し、市内水道利用者の水道料金の基本料金を７月から１２月までの６か月間免除します。なお、
お申込みは不要です。
※官公庁は対象外　※従量料金及び下水道使用料は免除されません。
内 水道料金（基本料金＋従量料金）から基本料金分（税込）を差し引いた金額を請求します。
　 例：口径13㎜の場合、4,188円が免除。20㎜の場合、10,246円が免除。（6か月(3期分)）

問 福祉課　地域福祉係（☎95－0150）
使用できるエアコンが１台もない生活困窮者世帯に対し、エアコンの購入・設置費用を補助

します（上限額91,000円）。補助には条件がありますので、エアコン購入前に福祉課にてご相
談ください。
▼申請期間　10月30日（金）まで

問 水道課　料金係（☎95－0132）
近年の物価高騰や、施設の老朽化に伴う更新・耐震化等の多くの課題を解決し、将来にわたり「施設・管路の

更新、維持管理、サービスの向上」を持続していくために、平均改定率15％の料金改定をさせていただきます。
皆様にはご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
※7月1日以降の水道使用分から新料金が適用されるので、9月以降の請求が対象です。（8月までの請求は従来通り） 
※下水道使用料は改定されません。

各メーター口径の平均使用量を料金改定前後で比較すると次のように試算されます。過去の「使用水量
のお知らせ」と併せてご覧ください。

市ホームページ▶

※1㎥＝1,000ℓ

〈13㎜25㎥の場合〉
基本料金　1,344円
従量料金　74円×20㎥＝1,480
106円×5㎥＝530
小計　3,354円　消費税335円
請求額　3,689円

▲市ホームページ

▲市ホームページ




